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7月 （文月） JULY

16日・海の日

中小企業基本法では中小企業を、資本金・従
業員規模により、サービス業は5,000万円以下又
は100人以下、小売業は5,000万円以下又は50人
以下などと定義していますが、税法上の範囲は
異なり、特定同族会社の留保金課税の適用除
外規定や法人税の軽減税率では、対象となる中
小企業を資本金1億円以下としています。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月10日

国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月～6月分）の納付

7月10日

国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月17日

国　税／所得税予定納税額の納付 7月31日

国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費税等）

7月31日

国　税／11月決算法人の中間申告 7月31日

国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合）7月31日

地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日

労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月10日

労　務／障害者・高齢者・外国人雇用状況報告

（100人以上の事業場） 7月17日

労　務／労働者死傷病報告（4月～6月分）7月31日

中小企業の資本金

7 月 の 税 務 と 労 務
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［１］契約書の必要性

a 紛争解決のための証拠保

全

取引の相手方と何らかの原

因でトラブルが生じたとき、

きちんとした契約書その他の

文書があるとないとでは、紛

争解決のための交渉に大きな

違いを生じます。契約を文書

化することは、将来、紛争が

生じたとき有利に解決するた

めの証拠保全、転ばぬ先の杖

の役割を果たすものです。

s 企業活動の合理的な処理

企業は数多くの取引を繰り

返し継続して行っています。

過去にどのような契約が結ば

れたか、現在どのような契約

を履行中であるのか、それら

は、将来、より有利で安全な

契約を結ぶために、明確に文

書化して保管しておく必要が

あります。

［2］契約書作成上の注意点

a 署名と記名押印
①　署名とは何か

署名とは、自分自身で自

らの氏名を手書きすること

です。つまり本人のサイン

です。
②　記名押印とは何か

記名というのは、氏名を

彫ったゴム印やワープロ、

印刷などで氏名を記すこと

です。

署名と記名を区別するの

は、署名のときには必ずし

も捺印する必要がありませ

んが、記名のときは必ず捺

印を伴わなければ効力があ

りません。新商法32条に

「この法律の規定により署

名すべき場合には、記名押

印をもって、署名に代える

ことができる。」とされて

おり、手形法、小切手法も

署名とあるのは記名捺印を

含むと規定しています。

契約書は株主総会、取締

役会議事録などと違って商

法中署名すべき場合にあた

りませんが、署名するか、

記名の場合は捺印がなけれ

ば不十分という認識は、広

く一般取引上の文書にもあ

てはまることです。
③ 個人と会社の表示上の注
意

契約の当事者が個人の場

合、氏名の表示が戸籍上の

氏名でなく、通称、芸名、

ペンネームでよいかという

問題があります。公文書な

どは戸籍上の正確な氏名の

表示を求められることもあ

りますが、契約書では印鑑

証明書添付というようなも

のは別として、その人を特

定して表示するかぎりかま

いません。ただし、戸籍上

の正確な氏名を表示するに

こしたことはありません。

会社の場合は、商号、代

表資格（代表取締役など）、

代表者の氏名、の３点表示

があってはじめて会社とし

ての契約書に署名、記名捺

印したことになります。こ

の３点は、会社の登記簿謄

本によって確認できます。

s 契約書は何通作るのか

一般に契約書の末尾には

「右契約締結の証として本書

二通作成し、甲乙各記名捺印

のうえ各自その一通を保有す

る」という記載があります。

また、会社の契約書管理規定

の例にも「契約書は契約当事

者数の正本を作成することを

原則とする」というのが多い

ようです。

このように、契約書は当事

者の数だけ作成して、それぞ

れに署名（記名）捺印して各

自が持ち合うのが一般的慣行

といえます。当事者のほかに

保証人や立会人が加わって、

当事者と連署（記）捺印した

ときは、その加わった人数分

も含めて作成し、その人達も

保有するのが普通です。

調印者全員の数だけ作って

各自が所有することは、当事

者の一方が、勝手に改ざんし

たり、捨印を悪用して訂正、

変更をすることを防止する実

益があります。また、盗難、

紛失、災害のときなどに役に

立ちます

したがって、差入様式の契

約書（覚書・念書のようなも

の）を相手に渡してしまうと

きは、必ずコピーしておくべ

きです。
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１...契約の履行とは
契約の履行とは、当事者の

双方が締結した契約の内容ど

おりに、それぞれの債務を履

行することです。売買契約を

例にとると、売主の義務とし

ては、①所有権を買主に移転

すること、②第三者対抗要件

を具備すること（例えば不動

産売買契約における所有権移

転登記）、③目的物を買主に

引き渡すこと、です。

重要なのは、目的物を買主

に引き渡すことです。目的物

の引渡しに際しては、①契約

内容どおりの目的物（商品名、

品質、数量等）を、②約定ど

おりの納期に、③約定どおり

の納入場所に納入することが

必要です。

買主の義務は、納入商品の

受領義務、検査義務、代金支

払義務です。

2...契約の不履行
（債務不履行）とは

債務不履行とは、契約内容

どおりに債務が履行されない

ことです。債務には、いろい

ろな種類がありますが、売買

契約の場合は、売主の基本的

な債務は契約内容どおりの商

品を買主に引き渡すことであ

り、買主の基本的な債務は代

金を売主に支払うことです。

したがって、売主の債務不

履行というのは、売主が契約

内容どおりの商品を買主に引

き渡さないことです。これに

対して、買主の債務不履行と

は、買主が代金を約定の支払

期日に売主に支払わないこと

です。

3...債務不履行には
3つのタイプが

a 履行遅滞：履行できるの

に債務者の故意または過失に

より、履行が遅れること。例

えば、約定の支払期日に買主

が代金を支払わない場合で

す。債務者に故意・過失はな

くても、その使用人等の故

意・過失によって遅滞すれ

ば、履行遅滞の責任を負うこ

とになります。このように履

行遅滞は、①債務が履行期に

あって、②履行が可能なのに、

③債務者の責任で、④履行が

なされない場合に生じます。

したがって、天災地変等の

不可抗力による遅滞（例えば、

地震による交通途絶のため、

売主が約定の納期に商品を買

主に納入できない場合）は、

履行遅滞にはなりません。た

だし、金銭を支払う債務につ

いては、不可抗力で支払いが

遅れた場合でも、履行遅滞に

なりますので注意が必要で

す。
s 履行不能：契約を締結し

たときは履行できたが、その

後の債務者の責任で、その履

行ができなくなること。例え

ば、建物の売買契約締結後に

売主の過失で建物が全焼した

ような場合です。契約締結時

にすでに建物が消滅している

など、履行が初めから不能の

場合は、履行不能には該当し

ません。
d 不完全履行：履行期に一

応の履行はあったが、不完全

なこと。例えば、納期に納入

された商品が粗悪品であった

ような場合です。つまり、①

履行期に履行されたが、②債

務者の責任で、③履行が不完

全である場合です。

4...「危険負担」
という考え方

債務者の責任によらない不

可抗力で履行できなくなった

場合の損害はどうなるのでし

ょうか。例えば、地震などの

天災地変等、当事者双方の責

めに帰することができない不

可抗力によって引渡し前の建

物が滅失・毀損したとき、こ

の損害を売主、買主のどちら

が負担するのか、という問題

を危険負担といいます。もし、

売主が負担するとしたら、買

主に売買代金を請求できませ

んし、逆に買主が負担するの

なら、建物の引渡しが受けら

れないのに売買代金を支払わ

なければならないことになり

ます。

このような危険負担につい

ては、わが国の民法は、不動

産のように特定できるものに

ついては、債権者（買主）が

負担し、それ以外の場合には

債務者（売主）が負担する旨

定めてあります。

しかし、あらかじめ当事者

間で特約があればそれに従う

ことが可能ですので、実務上

は特約で、引渡し前の滅失・

毀損等の損害は売主負担、引

渡し後に生じた損害は買主負

担とするのが通例です。

契約の 
履
行
、不
履
行
と
は
？ 
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政
策
に
ア
ン
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を
張
っ
て
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営
を
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

労
働
生
産
性
の
向
上

ＣＲＤ

CRD（中小企業信用リスク情報データベー

ス）は日本で初めての中小企業のデータベー

スです。

現在、CRDなど財務情報等の定量的指標を

用いたモデル（信用リスク審査モデル）を活

用した無担保・無保証融資への積極的な取組

みが、全国で拡大しています。CRDは、デー

タベース機関CRDが会員組織による運営をし

ています。

具体的には、金融機関等の会員から取引先

中小企業の各種データの提供を受けて、この

データから生み出される中小企業の経営評価

や信用リスク判断関連の付加価値を金融機関

等の会員に向けて提供しています。これらデ

ータ及び付加価値の一部は広く開放され民間

人も使用することが可能です。

CRDはもともと中小企業庁で、中小企業金

融の円滑化を旗印に構想が練られ、平成13年

３月に信用保証協会を主体に任意団体CRD運

営協議会として誕生。その後、会員、蓄積デ

ータも増え、中小企業の経営関連データを集

積する金融インフラとしての地歩が固まり、

平成17年４月に非営利の中立機関としての性

格を明確にした有限責任中間法人CRD協会へ

と組織の衣替えを行い今日に至っています。

設立の趣旨は、データから中小企業の経営

状況を判断することを通じて、中小企業金融

に係る信用リスクの測定を行うことにより、

中小企業金融の円滑化や業務の効率化を実現

することを目指したものです。

会員数は、信用保証協会のほか、政府系金

融機関や民間金融機関等、平成18年４月現在

で240機関に達しています。会員から投入さ

れたデータは財務データを中心に中小企業

200万社の規模にまで至っています。今後、

財務関連に止まらず広く経営データを集積し、

その他の活用を考えているようです。

18年４月には、このデータベースを使い、

信用保証協会で信用保証料率の決定に使用し

ています。

例えばあと３年とか５年というようにリタ
イアの期間を決めて会社を手放すことができ
ますかと問い合わせをする会社の経営者がい
ると公的機関のM&A担当者の話がありまし
た。
M&Aの業界にも当然のことながら業界の

動向からみて、今が売り時というものがある
ようです。
売り手となる個別店の経営状況もさること

ながら、その業界の再編等の事情により大手
が進出を考えているようなときは売り時とな
るようです。
M&A成功の秘訣は、タイミングです。非

上場会社で優良な企業は当然のことながら株
式の評価は高くなりますが、売却ができませ
んから相続税負担が重くなります。
会社内の力のある従業員に引き継ぐにして

も、一般的にはその従業員にある程度資力が
なければ金融機関は個人保証の切り替えをし
てくれません。
事業承継の選択肢の検討も必要です。

Ｍ＆Ａの旬




